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付
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号 

受
付
月
日 

東郷町議会議長 殿 

東郷町議会議員 

㊞ 

一 般 質 問 通 告 書 

東郷町議会会議規則第５９条第２項の規定により、次の事項について

質問（一問一答方式・一括質問方式）したいので通告します。  

 記 

（注）要旨は、具体的に記載すること。  

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 

№ 2 － 1 

議席番号 番 氏 名 

会派名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×１×東郷町巡回バ

  ス再編について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

×⑴×提案されている巡回バスの再編案は、本町

のまちづくり及び町民ニーズにどのように活

かされているか。 

 

×⑵×令和元年度第 2回東郷町地域公共交通会議

において提案された「再編案」について、委

員からどのような意見があったか。また、意

見をどのように活かしていく考えか。 

 

×⑶×「公共交通」をテーマとするタウンミーテ

ィングが 11/16（土）、23日（土）の 2回開

催されたが、そのことについて伺う。 

××ア×参加状況はどのようであったか。 

××イ×意見交換の内容及び町民からの意見・ 

要望は、どのようなことがあったか。 

××ウ×意見要望にいついて、どの様な場で検討

され、活かしていく考えか。 

 

×⑷×デマンド型交通の導入について伺う。 

××ア×検討されていたが、どのような内容か。 

××イ×今回の再編には、採用されていないが 

その理由は何か。 

××ウ×導入については「引き続き調査検討」と 

なっているが、課題はどのようなことか。 

  

×⑸×高齢者の自動車事故が問題視され、免許証

の返納される方が多くなり高齢者等の生活を

支える移動手段を考慮した「生活サービス関

連施設が利用しやすい、公共交通への利便性

が高い」サービスの構築が必要と考えるが、

その対応策はどのように考えているか。 

 

 

町長 

担当部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水 川 淳 

 

近 藤 鑛 治 

１ 
     １１月１４日 

午前・午後  ２時４０分 

 

13 

新 東 会 



 

 （注）要旨は、具体的に記載すること。  

質 問 事 項 質  問  要  旨 答 弁 者 

№ 2 － 2 13番 氏名 近 藤 鑛 治 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

×２×愛知池周辺及

び町内にある資

材置場の対応に

ついて 

 

 

×⑹×再編にあたり近隣市（日進・みよし・豊明）

との情報交換の進捗状況はどのようか。また、

再編にどのように活かしていく考えか。 

 

×⑺×再編により、経費はどのようになるか。ま

た、バス４台による運行・乗車料金は現状維

持で進める考えか。 

 

×⑻×再編に向けて今後の予定はどのようになっ

ているか。 

 

×⑴×把握されている件数はいくつか。また、そ

の推移はどのようか伺う。 

 

×⑵×県の担当者及び本町の職員も毎月 1回は監

視活動に出かけ、相互の連携を取り対応され

ているが、そのことについて伺う。 

××ア×県と本町の担当部局との情報共有は、ど 

のような方法で行われているか。 

××イ×監視活動により改善された箇所があれば 

紹介願います。また、現場を見ることで今

後県と共同して改善できること、対応すべ

きことは、具体的にどのようなことがある

か伺う。 

 

×⑶×役場内の各課との連携について伺う。 

××ア×本町は、積極的に各課で啓発活動を進め 

ているが、物件によっては進捗や効果を確

認する窓口を一本化にする考えについて

伺う。 

××イ×対策の一つに、監視体制の更なる強化、 

啓発活動が必要であると考える。具体的対

策をどう講じていく考えか伺う。 

××ウ×環境に配慮した具体的な取り組みなど公 

開することで環境に関する共有化を図る

必要がある。啓発活動として東郷町環境基

本条例が策定されており、活用した取り組

みを推進する考えについて伺う。（東郷町

環境基本条例では、快適な環境の確保（第

12条）、事業者の責務（第 5条）、町民の

責務（第 6条）が明記されている。） 

 

町長 

担当部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

町長 

担当部長 

 


